
令和６年２月１５日
１０時発表

扱い：配布後解禁
国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

石川県

○のと里山海道（横田ＩＣ～越の原ＩＣ）について、本日、２月１５日（木）

午前７時から輪島方面のみ緊急車両等に限り通行止めを解除しました。

○通行する際は下記の事項にご留意ください。

・余震や降雨、積雪などの気象状況により、通行止めとする場合があります。

通行する際は最新の交通情報をご確認するようお願いします。

・緊急復旧のため、40km/hの速度規制及び緊急車両等の通行のみとなります。

現地案内看板等の誘導に従って、十分に気をつけてご通行ください。

記者発表資料

のと里山海道（横田IC～越の原IC）
通行止めを解除しました

【配布先】
石川県政記者クラブ

わじま

■写真② のと里山海道越の原ＩＣ付近■

■写真① のと里山海道横田ＩＣ付近■

写真①

写真②

さ と や ま か い ど う よ こ た     こ し     は ら

【のと里山海道（別所岳SA～穴水IC ）の緊急復旧に関すること】

金沢河川国道事務所 副所長［道路担当］ 太田 峰誉 電話番号 076-264-8800（代表）

（情報連絡本部）

【のと里山海道に関すること】
石川県 土木部 道路建設課長  宮本 義浩 電話番号 076-225-1721

おおた    みねたか

【問い合わせ先】

みやもと  よしひろ

■通行止め解除ルート位置図■

２／１５（木）午前７時
通行止解除区間

緊急車両等のみ
輪島方面通行可

一方通行（４０km/h規制）

延長4.7㎞

延長6.2㎞

延長
11.5㎞緊急車両等のみ

輪島方面通行可
一方通行(40km/h規制)

輪島方面通行可
一方通行

（40km/h規制）

輪島方面通行可
一方通行

（40km/h規制）

通行止

復旧作業中
延長3.7㎞

延長11.8㎞

写真②

写真➀
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